
― 「脱炭素関連部門」（エネルギー対策特別会計）と「環境保全対策関連部門」（一般会計）の交付申請に係る事務手続き（フロー）は同じです ―  
対象となる金融商品：①グリーンボンド②グリーンローン③サステナビリティボンド④サステナビリティ・リンク・ボンド⑤サステナビリティ・リンク・ローン
対象費用：通常の資金調達に比べ追加的に発生すると認められる費用 （例）発行前後の外部レビュー費用、地方自治体・中小企業へのコンサルティングに要する費用
補助金申請者の要件：グリーンファイナンスサポーターズ制度に登録された資金調達支援者（登録支援者）

詳細は交付規程や様式をご確認ください

補助金申請 資金調達支援業務 支援業務完了報告 資金調達完了報告 環境改善効果報告
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